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平成１６年（行ウ）第６８号 公金支出差止等請求事件  

原 告  村 越 啓 雄 外５０名 

被 告  千葉県知事 外２名 

 

準 備 書 面（第６）  

 

２００６（平成１８）年８月４日 

 

千葉地方裁判所民事第３部合議Ａ４係 御中 

 

                            原告ら訴訟代理人弁護士  菅  野   泰 

                同       廣 瀬  理 夫 

                同       中 丸  素 明 

                同       有 坂  修 一 

                同       井 出  達 希 

                同       植 竹  和 弘 

                同       拝 師  徳 彦 

                同       及 川  智 志 

                同       島  田   亮 

                同       山  口   仁 
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２００６（平成１８）年５月２６日付準備書面（第５）を以下のごとく

訂正する。 

第１ 同書面第４章第３の５の３行目以下（ｐ５７） 

１、（訂正前） 

①県人口 ６，０９５，０００人 

②水道普及率 ９６・７％ 

  ①、②より給水人口５，９１０，９００人 

③１人１日有収水量 ３００? /日 

  ③に給水人口を乗じると、有収水量は、１，７７３，２７０? /日と

なる。  

 ２、（訂正後―訂正部分は傍点で示した） 

①県人口 ６，０９５，０００人 

②水道普及率 ９６・９
．
％ 

  ①、②より給水人口５，９０６，０５５
．．．．．．．．．

人 

③１人１日有収水量 ３００? /日 

  ③に給水人口を乗じると、有収水量は、１，７７１，８１６．５
．．．．．．．．．．．

?

/日となる。 

３、（訂正内容の説明） 

水道普及率については単純な誤記。  

給水人口、有収水量については、国立社会保障・人口問題研究所の

推計値について、当初、６１０万人と１０万の位より下を四捨五入し

た数値で計算していた痕跡が計算経過部分において残ってしまったも

のである。 

 なお、最終的に算出される１日最大給水量２，１９４，２００? /

日については訂正はない。 
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第２ 同書面第４章第４の１の５行目以下（ｐ６４） 

１、（訂正前） 

水道用水についても、第３項でみたとおり、千葉県の水道の保有水源

の給水量ベースは計２５２万? /日であり、需要がピークに達する２０

１５年の１日最大給水量は、原告が県等の発表したデータをもとにでき

るだけ合理的に算定したところ、２１，９４２，０００? /日であった。

１２・９％の余裕があることになる。  

２、（訂正後―訂正部分は傍点で示した） 

水道用水についても、第３項でみたとおり、千葉県の水道の保有水源

の給水量ベースは計２５２万? /日であり、需要がピークに達する２０１

５年の１日最大給水量は、原告が県等の発表したデータをもとにできる

だけ合理的に算定したところ、２１９万４２００
．．．．．．．．

? /日であった。１２・

９％の余裕があることになる。 

３、（訂正内容の説明）  

 第１の３なお書きの１日最大給水量の算出値を転記する際、０を一桁余

分につけてしまったもので単純誤記である。 

 

 


